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労災保険の特別加入に係 る加入時健康診断費用の支出科 目の変更について

労災保険の特別加入に係 る加入時健康診断 (以下 ｢加入時健診｣とい う｡)のための

検査及び診断に要する費用については､(項)労働福祉事業費 (冒)診療等委託費によ

り予算措置 しているところであるが､平成 19年度か ら支出科 目が変更され､(項)莱

務取扱費 (目)障害等級等認定庁費により予算措置 される予定である｡

ついては､上記支出科 目の変更を踏まえ､本年度内に実施 した加入時健診について､

出納整理期間内に適正に支払処理を完結する必要があることか ら､下記に留意の上､

事務処理に遺漏なきを期 されたいo

t

記

1 労働基準監督署 (以下 ｢監督署｣ とい う｡)においては､｢健康診断指示書｣によ

り本年度内に加入時健診 を受診 した者及び受診する者 を早期に把握 した上で､加入

時健診の受診状況を確認 し､受診後においては速やかに ｢健康診断証明書｣の提出

を求めること｡

なお､適用担当部署 との連携により今年度未に限 り､｢健康診断指示書｣で指定す

る健康診断実施期間は年度を超 えない期間で設定することとし､平成 19年 3月中旬

以降に加入時健診の申出があった場合には､健康診断実施期間を平成 19年 4月 1日

以降 とす ること｡

2 都道府県労働局においては､上記 1により加入時健診受診対象者 を把握 し､管内

の加入時健診実施機関に対 し､本年度内に加入時健診 を実施 した場合には遅滞なく

監督署- ｢健康診断費用請求書｣を提出す るよう指導す ることOまた､監督署か ら

｢健康診断証明書｣及び ｢健康診断費用請求書｣が回付 された場合には､支払担当

部署 と連携を図 り､事務処理を滞 りなく進めること｡


